
平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日
受
領

答

弁
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三

八

三

号

内
閣
衆
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一
六
九
第
三
八
三
号

平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
海
道
開
発
局
幹
部
に
よ
る
官
製
談
合
へ
の
検
察
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
海
道
開
発
局
幹
部
に
よ
る
官
製
談
合
へ
の
検
察
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
官
製
談
合
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に

職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
入
札
談
合

等
関
与
行
為
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
は
、
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
」
と
し
て
、
「
国
若
し
く
は
地
方
公
共

団
体
の
職
員
又
は
特
定
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
が
入
札
談
合
等
に
関
与
す
る
行
為
」
で

あ
っ
て
、
「
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
に
入
札
談
合
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
」
、
「
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
を
あ
ら
か

じ
め
指
名
す
る
こ
と
そ
の
他
特
定
の
者
を
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
希
望
す
る
旨
の
意
向
を
あ
ら
か
じ
め
教
示

し
、
又
は
示
唆
す
る
こ
と
」
、
「
入
札
又
は
契
約
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
特
定
の
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
が
知
る
こ
と
に

よ
り
こ
れ
ら
の
者
が
入
札
談
合
等
を
行
う
こ
と
が
容
易
と
な
る
情
報
で
あ
っ
て
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
特

定
の
者
に
対
し
て
教
示
し
、
又
は
示
唆
す
る
こ
と
」
又
は
「
特
定
の
入
札
談
合
等
に
関
し
、
事
業
者
、
事
業
者
団
体
そ
の
他

の
者
の
明
示
若
し
く
は
黙
示
の
依
頼
を
受
け
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
自
ら
働
き
か
け
、
か
つ
、
当
該
入
札
談
合
等
を
容
易
に

一



す
る
目
的
で
、
職
務
に
反
し
、
入
札
に
参
加
す
る
者
と
し
て
特
定
の
者
を
指
名
し
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
入
札
談

合
等
を
幇
助
す
る
こ
と
」
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
旨
を
規
定
し
て
い
る
。

犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
き
個
々
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
入
札
談
合
等

関
与
行
為
防
止
法
第
八
条
は
、
「
職
員
が
、
そ
の
所
属
す
る
国
等
が
入
札
等
に
よ
り
行
う
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契

約
の
締
結
に
関
し
、
そ
の
職
務
に
反
し
、
事
業
者
そ
の
他
の
者
に
談
合
を
唆
す
こ
と
、
事
業
者
そ
の
他
の
者
に
予
定
価
格
そ

の
他
の
入
札
等
に
関
す
る
秘
密
を
教
示
す
る
こ
と
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を

行
っ
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
た
官
製
談
合
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
公
正
取
引
委
員
会
が
、

入
札
談
合
等
の
事
件
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
、
当
該
入
札
談
合
等
に
つ
き
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
あ
る
と
認
め
た
事
例

と
し
て
、
岩
見
沢
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
に
係
る
入
札
談
合
事
件
（
平
成
十
五
年
勧
告
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
）
、
新

潟
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
に
係
る
入
札
談
合
事
件
（
平
成
十
六
年
勧
告
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
）
、
日
本
道

路
公
団
が
発
注
す
る
鋼
橋
上
部
工
工
事
に
係
る
入
札
談
合
事
件
（
平
成
十
七
年
勧
告
第
十
三
号
）
、
国
土
交
通
省
が
発
注
す

二



る
水
門
設
備
工
事
に
係
る
入
札
談
合
事
件
（
平
成
十
九
年
排
除
措
置
命
令
第
二
号
及
び
第
三
号
）
、
防
衛
施
設
庁
が
発
注
す

る
土
木
・
建
築
工
事
に
係
る
入
札
談
合
事
件
（
平
成
十
九
年
排
除
措
置
命
令
第
十
一
号
）
及
び
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構

が
発
注
す
る
林
道
調
査
測
量
設
計
業
務
に
係
る
入
札
談
合
事
件
（
平
成
十
九
年
排
除
措
置
命
令
第
十
八
号
）
が
あ
る
ほ
か
、

平
成
二
十
年
四
月
十
二
日
に
罰
金
刑
の
略
式
命
令
が
確
定
し
た
浦
安
市
が
発
注
す
る
パ
ソ
コ
ン
等
の
賃
貸
借
等
に
係
る
入
札

談
合
等
関
与
行
為
防
止
法
違
反
事
件
が
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
の
具
体
的
活
動
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
在
公
判
係
属
中
の
事
件
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
の
具
体
的
活
動
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
在
捜
査
中
の
事
件
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

三



十
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

十
一
か
ら
十
三
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
御
指
摘
の
「
土
木
工
事
会
社
社
長
」
に
対
す
る
検
察
官
に
よ
る
捜
査
に
つ
い
て
の
御
質
問
で
あ
る
が
、
捜
査

機
関
の
具
体
的
活
動
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

四


